
第１回吉備中央町事務執行適正化に係る第三者委員会 

 

日時：令和５年１２月５日（火）   

１８時００分～        

場所：吉備中央町賀陽庁舎・中会議室 

 

次  第 

 

１．開会 

２．町長挨拶 

３．委員紹介 

４．委嘱状の交付 

５．委員長、副委員長の選出について 

６．諮問 

７．議事 

 （１）今後の委員会の進め方について 

    ・第三者委員会の所掌事項の説明・依頼 

    ・不適正事務処理の概要に関する説明 

    ・行政文書の準備状況、調査方法等の仕様 

 

 

 （２）本会議の公開の在り方について 

 

 

（３）その他 

 

 

８．閉会 
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吉備中央町賀陽庁舎・中会議室

吉備中央町事務執行適正化に係る第三者委員会

席　次　表

元・岡山県総務部長

亀森敏弘 様

石井克典法律事務所

弁護士

石井克典 様

岡山市水道局配水部

浄水担当部長

平岡 茂 様

国立大学法人

岡山大学大学院

法務研究科教授

佐藤吾郎 様

町長

山本雅則

総務課長

片岡昭彦

税務課長

山本敦志

企画課長

大樫隆志

（事務局）

報道関係者

副町長

岡田 清

総務課、税務課、企画課班長
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吉備中央町事務執行適正化に係る第三者委員会 

 

委 員 名 簿 

 

石井
い し い

 克
か つ

典
の り

 
弁護士 

石井克典法律事務所 

亀
か め

森
も り

 敏
と し

宏
ひ ろ

 元・岡山県総務部長 

佐藤
さ と う

 吾郎
ご ろ う

 
国立大学法人 岡山大学 

大学院法務研究科教授 

平岡
ひ ら お か

  茂
しげる

 
岡山市水道局配水部 

浄水担当部長 

〔敬称略・五十音順〕    
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（白紙ページ）



吉総第 ６４１ 号 

令和５年１２月５日 

吉備中央町事務執行適正化に係る第三者委員会 

委員長 佐 藤 吾 郎  様 

吉備中央町長 山 本 雅 則 

諮 問 書 

吉備中央町事務執行適正化に係る第三者委員会設置条例第２条の規定に基づき、貴

委員会に対し、次の事項について諮問いたします。 

１ 諮問事項 

 令和５年１０月に判明した、本町の円城浄水場における国の水質管理目標設定項

目（PFOS・PFOA）の暫定目標値超過及び水質基準項目（塩素酸）の基準値超過に係る

原因究明及び再発防止に関する次の事項及び委員会に置いて必要と認める事項 

（１）国の水質管理目標設定項目（PFOS・PFOA）の暫定目標値及び水質基準項目（塩

素酸）の基準値に対する認識 

（２）令和５年１０月に判明するまでの対応状況及びその適否の考察 

（３）令和２年１１月以降、暫定目標値が超過した事実、並びに令和５年８月以降、

基準値が超過した事実が見過ごされた原因（技術的、組織的、人的な観点） 

（４）令和５年１０月に判明した後の対応状況及びその適否の考察 

（５）前各号で明らかになった事実及び考察に基づいた再発防止策の提言 

２ 諮問理由 

 本町円城浄水場における水道法で定める水質検査項目検査に加え、国の通知に基

づく水質管理目標設定項目検査に係る過去２年(令和３年度及び４年度)実施した検

査結果が、暫定目標値を超える数値が検出されていた。 

また、令和２年度の検査結果においても、暫定目標値を超える数値が検出されて

いたにも関わらず所轄保健所へ報告を行っておらず、翌年度に行われた令和２年度

水道統計調査においては、数値入力を誤って報告していた。 

加えて、再発防止策として行った水道課以外の職員による過去の水質検査結果の

点検では、基準値を超える塩素酸が検出されていたことが分かり、その対応がなさ

れていない事実も判明した。 

町では、このような不適正な事務処理が生じた事態を重く受け止め、その原因の

究明と再発防止策を講じるため、町から独立した有識者等により構成し、第三者の

視点から調査、検証を行っていただきたく諮問するものです。 
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吉備中央町事務執行適正化に係る第三者委員会設置条例の概要 

 

１．趣旨 

   円城浄水場の有機フッ素化合物等の検出に係る水道課の不適正事務に関し、当該事案

に対する調査等を行い、再発防止の策を講じることで適法・適正な行政執行を確保する

ため、外部有識者等による第三者委員会を設置するもの。 

２．委員会の位置づけ 

   地方自治法第 138 条の 4 第 3 項の規定に基づく地方公共団体の附属機関として設置す

る。 

３．所掌事務 

   町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査、審議し、その結果を答申する。 

(1) 不適正事案の事実関係に関する調査、経過の検証及びその他の実態把握に関する

こと。 

(2) 不適正事案の再発防止策の提言に関すること。 

(3) 前 2 号に掲げるもののほか、町長が必要と認めること。 

４．委員の位置づけ及び任期 

   委員は、特別職の非常勤職員の身分を有する。任期は、委嘱の日から答申の日までと

する。 

５．委員会・委員の構成 

   委員会は、委員 4 名以内とする。 

委員会に委員長及び副会長を各 1 名設ける。（互選） 

委員は、次の要件を満たすと認められる者を町長が委嘱する。 

・ 公正・中立な立場から、対象事案につき事実関係を的確・迅速に把握・認定できる

者。 

・ 必要に応じて意見等を形成し、これを報告することを目的とする趣旨にふさわし

い識見を持ち、予断と偏見を排することができる者 

・ 対象事案につき利害関係を有しない者 

６．会議 

   会議は委員長が招集し、委員の過半数の出席で成立する。また、会議の特例として、

オンライン会議による参加も可能とする。 

また、委員会の会議は、対象事案の不適正事務の状況等を調査することから、職員に関

する情報を取扱うことが見込まれるため、原則、非公開とする。ただし、委員長は、職員

のプライバシー等に配慮して会議の内容を公表することができる。 

７．守秘義務 

   委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 
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